
◆平成23年度県内各市の二役及び雉会議員の給料顔及び縫員報酬飯事憫付表（地域手当含む）

金額順（※印は地域手当を含む。報長、副組長、組員に地域手当を支給している自治体はありません）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位円

市　 名 市　 長　 ‾ l職 位 市　 名 副 市 長

】

； 順 位

己
市　 名 議　 長 順 位 市　 名

別 技 長 ≡

【

順 位 市　 名 議 員 順 位

豊 田 市 1．24 1．900　 ※ 1 豊 臼 市 1．04 6．100　 ※ ⊇　 1 豊 田 市 753 ．0 00 ≡ 1 豊 田 市 6 87 ．000 1 豊 田 市 62 1．（氾0 1

岡 崎 市 1，19 2，320　 ※ 2 岡 崎 市 1．00 1．160　 ※ 2 豊 穣 市 695 朋 0 】 2 豊 穣 市 6 32 ．000 ． 2 岡 崎 市 5 74．00 0 2

刈 谷 市 1，13 3，440　 ※ 3 刈 谷 市 92 8．480　 ※ 3 岡 崎 市 692 ．（氾 0 3 岡 崎 市 6 26 ，000 3 豊 績 市 5 68．0（粕 3

安 城 市 1，12 6．400　 ※ 4 安 城 市 92 1．8∝l ※ 1　 4 春 日 井 市 629 ．m 0 ≧ 4 春 日 井 市 5 69 ，m O 4 一 宮 市 5 24．M 4

小 牧 市 1．10 7．250　 ※ 5 豊 橋 市 9 15．0 00 5 一 宮 市 614 ．00 0 5 一 宮 市 564 ，000 5 春 日 井 市 5 23，000 5

豊 穣 市 1．0引 ．000 6 小 牧 市 9【相．4 90　 ※ 6 小 牧 市 596 ，∝氾 6 小 牧 市 534 ，00 0 6 小 牧 市 5 04 ．（氾0 6

常 滑 市 1．089 ．0 00 7 常 清 市 89 5．0 00 7 刈 谷 市 567 ．00 0 7 刈 谷 市 52 7，00 0 7 江 南 市 4 84 ．000 7

一 宮 市 1．07 1．200　 ※ 8 一 宮 市 8名札 6 50 ※ 】 8 瀾 津 遡 ．■ 西 尾 市 516 ．00 0 昌 8 稲 沢 市 4 83 ．000 8

‖　 豊 川 市 1 1，鵬 ，伽 ＿、、亨翻 済 熱 さ、 春 日 井 市 87 6，1柑　 ※ 9 西 尾 市 557 ．的 0 9 安 城 市 514 ．00 0 ： 9
勝 川 拇 ∴寒 聯 柔串 寧く

碧 南 市 1，068 ．195　 ※ 10 東 海 市 87 6，0 00 10 安 城 市 555 ．00 0 1 0
云豊虹 詔 済 言、 ′L 諾 三・ 犬 山 市 4 74 ，00 0 1 0

東 海 市 1，063 ．∝氾 11 碧 南 市 87 5，4 30　 ※ 11 稲 沢 市 554 ．∝）0 1 1 】工南 市 504 ．0 00 ＝ 刈 谷 市 4 68 ．000 1 1

瀬 戸 市 1，049 ．4 00　 ※ 12
1、・が 凛 購 市 駆 書 聖罵 鵬 噸 匿 威 涌 義 瀬 戸 市 549 ．0 00 巨 12 稲 沢 市 50 3．0 〔旧 12 安 城 市 4 63 ．（氾 0 12

春 日 井 市 1．045 ．4 50　 ※ 13 瀬 戸 市 86 1．7 80　 ※ 13 江 南 市 548 ．0 00 1 3 碧 南 市 50 3，0 00 1 2 東 海 市 463 ．00 0 1 2

尾 張 旭 市 1．040 ，9 20　 丼 14 大 府 市 84 9，00 0 14 東 海 市 545 ．0 00 1 4 東 海 市 49 6．0 抑 14 西 尾 市 460 ．0 00 1 4

大 府 市 1．027 ，m 15 江 南 市 84 2，∝氾 15 碧 南 市 543 ．0 00 15 蒲 郡 市 48 9．0 00 1 5 蒲 郡 市 45 7．0 00 1 5

知 多 市 1．0 23 ．9 60　 ※ 16 知 多 市 83 5，2 80　 ※ 16 知 多 市 53 7．0 00 16 犬 山 市 48 9．【氾0 1 1 5 知 多 市 45 3，0 00 1 6

西 尾 市 1．0 17 ．00 0 1 7 尾 張 旭 市 83 4，2 20 刺 17 半 田 市 534 ．0 両 17 知 多 市 48 8．0 00 1 7 瀬 戸 市 45 1，（将○ 17

犬 山 市 997 ．04 0　 ※ i＋　 ■柑 犬 山 市 82 7，0 90　 ※ 18 蒲 郡 市 53 2．0 00 18 半 田 市 48 5．0 08 1 8 半 田 市 45 0．0 00 1 8

豊 明 市 995 ．00 【） 19 半 田 市 820 ．00 0　 1 19 尾 張 他 市 53 2，（船0 18 瀬 戸 市 48 †．D（氾 19 碧 南 市 44 8．0 00 柑

稲 沢 市 993 ．m 1　 2 0 稽 沢 市 8 19．0 ∝） 20 犬 山 市 52 9．00 0 2 0 大 府 市 4 70．000 2 0 大 府 市 43 8．0 ∝〉 2 0

み よ し市 99 1、5 15　 ※ 2 1 み よ し市 0 17．9 20　 ※ 2 1 日 進 市 52 2．0 00 ∃ 2 1 尾 張 旭 市 4 63，00 0 2 1 津 島 市 43 5，00 0 2 1

r 岩 倉 市 989 ．00 0 】　 2 2 岩 倉 市 8 16．0 00 2 2 大 府 市 52 1．0 00 2 2 岩 倉 市 4 62 ．00 0 ≡　 22 岩 倉 市 4 3 1，（氾 0 22

日 進 市 987 ．25 5　 ※ 書　 2 3 豊 明 市 8 12．0 00 2 3 北 名 古 屋 市 52 0．0 00 2 3 津 島 市 460 ．000 2 3 尾 張 旭 市 4 25 ．00 0 2 3

江 南 市 96 1．∝旧 2 4 日 進 市 8 11．530　 ※ 1　 24 あ ま 市 5 15．0 00 2 4 あ ま 市 450 ．00 0 2 4 日 進 市 416 ．00 0 2 4

あ ま 市 9 57 ．90 0　 ※ 2 5 津 島 市 80 2．3 70　 ※ 25 溝 須 市 5 15，00 0 2 4 蜜 酉 市 450 ．00 0 i　 24 北 名 古 屋 市 410 ．00 0 2 5

津 島 市 955 ．84 0　 ※ 2 6 西 尾 市 79 5．0 （旧 26 岩 倉 市 5 12，∝氾 28 弥 事 市 450 ．00 0 2 4 豊 明 市 409 ，加〉0 26

半 田 市 943 ．00 0 2 7 蒲 郡 市 78 1．200 2 7 豊 明 市 50 4 ．00 0 2 7 豊 明 市 449 ．00 0 2 7 知 立 市 40 8，00 0 2 7

知 立 市 938 ．00 0 2 8 知 立 市 77 8．0 00 2 8 津 島 市 50 2 ．00 0 2 8 日 進 市 438 ．00 0 2 8 あ ま 市 40 5．0 00 2 8

北 名 古 屋 市 930 ．00 0 2 9 新 城 市 77 5．0 00 2 9 愛 西 市 50 0 ．00 0 2 9 北 名 古 屋 市 430 ．0 00 2 9 漬 須 市 40 5．0 00 2 8

田 原 市 930 ．00 0 2 9 あ ま市 77 2，500　 ※ 30 弥 書 市 500 ．000 2 9 知 立 市 42 9．0 00 3 0 愛 西 市 40 0，m 3 0

愛 西 市 930 ．00 0 】　 2 9 愛 酉 市 76 9．m 31 知 立 市 499 ．00 0 3 1 漬 須 市 4 25，M 31 弥 菖 市 40 0，0 00 3 0

弥 富 市 930 ．∝ 旧 2 9 弥 富 市 76 9．00 ○ 31 新 城 市 489 ，00 【） 32 常 滑 市 4 23．0 00 3 2 常 滑 市 39 7，0 00 3 2

蒲 郡 市 927 ．0 00 3 3 北 名 古 塵 市 78 0．000 3 3 田 原 市 475 ．00 0 3 3 新 城 市 4 09．0 【氾 33 新 城 市 3 72．0 00 3 3

新 城 市 925 ．∝ 旧 3 4 田 原 市 78 8 ．0【氾 33 常 清 市 472 ．00 0 3 4 田 原 市 3 90 ．0 00 3 4 高 浜 市 3 61．〔HI0 3 4

清 須 市 920 ．0 00 3 5 漬 須 市 7 50 ．000 】　 35 み よ し市 452 ．0 【X ） 3 5 高 浜 市 3 87，00 0 3 5 田 原 市 3 50，00 0 3 5

高 浜 市 90 1．0 m 3 6 高 浜 市 74 9 ．0（抑 36 高 浜 市 450 ．0 00 3 6 み よ し市 8 49，00 0 3 tl み よ し市 3 08 ．00 0 3 6

3 6 市 平 均 1 ．0 15 ，5 00 3 6 市 平 均 83 9 ．85 9 3 6 市 平 均 543 ．6 39 3 6 市 平 均 哺 4 ．75 0 l 3 6 市 平 均 447 ．69 4
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◆本市二役及び議会議員の給料等改定状況調　　　　　　　　　　　（昭和43年以降）
単 位　 円

改 定 年 月 日 市　 長 副 市 長 議　 長 副 議 長 議　 員 答 申 年 月 日 参 考 教 育 長

S 4 3 ．7 ．1 1 7 0 ，0 0 0 1 2 0 ．0 0 0 7 0 ，0 0 0 6 0 ，0 0 0 5 5 ．0 0 0 S 4 3 ．7 ．1 7 9 5 ，0 0 0

S 4 4 ．4 ．1 1 8 0 ，0 0 0 1 3 0 ，0 0 0 1 0 0 ．0 0 0

S 4 5 ．4 ．1 2 0 0 ，0 0 0 1 5 0 ．0 0 0 8 0 ．0 0 0 7 0 ．0 0 0 6 5 ，0 0 0 S 4 5 ．2 ．1 9 1 2 0 ．0 0 0

S 4 5 ．9 ．1 1 7 0 ，0 0 0

S 4 5 ．1 0 ．1 9 0 ，0 0 0 8 0 ．0 0 0 7 5 ．0 0 0 1 3 5 ．0 0 0

S 4 6 ．1 0 ．1 2 3 0 ．0 0 0 1 8 0 ，0 0 0 1 4 5 ．0 0 0

S 4 7 ，4 ．1 2 5 0 ．0 0 0 1 5 0 ．0 0 0

S 4 7 ．1 0 ．1 2 7 0 ．0 0 0 2 1 0 ，0 0 0 1 3 0 ，0 0 0 1 1 0 ，0 0 0 1 0 0 ．0 0 0 S 4 7 ．9 ．1 6 1 7 0 ．0 0 0

S 4 8 ．4 ．1 3 0 0 ，0 0 0 2 4 0 ，0 0 0 1 9 0 ．0 0 0

S 4 9 ．4 ．1 3 5 0 ，0 0 0 2 8 0 ，0 0 0 1 7 0 ，0 0 0 1 5 0 ．0 0 0 1 4 0 ，0 0 0 S 4 9 ．5 ．7 2 2 0 ．0 0 0

S 4 9 ．1 0 ．1 4 0 0 ，0 0 0 3 2 0 ，0 0 0 1 8 0 ，0 0 0 1 6 0 ，0 0 0 1 5 0 ，0 0 0 2 5 0 ，0 0 0

S 5 1 ．1 0 ．1 4 8 0 ，0 0 0 3 8 0 ．0 0 0 2 2 0 ，0 0 0 2 0 0 ，0 0 0 1 8 0 ，0 0 0 S 5 1．1 1 ．2 6 3 3 0 ，0 0 0

S 5 2 ．1 0 ．1 5 2 0 ．0 0 0 4 2 0 ．0 0 0 2 4 0 ，0 0 0 2 2 0 ．0 0 0 2 0 0 ，0 0 0 3 6 0 ，0 0 0

S 5 3 ．4 ．1 5 4 0 ，0 0 0 4 4 0 ．0 0 0 3 8 0 ．0 0 0

S 5 3 ．1 0 ．1 5 6 0 ，0 0 0 4 6 0 ．0 0 0 2 6 0 ，0 0 0 2 4 0 ．0 0 0 2 2 0 ．0 0 0 S 5 3 ．1 1 ．3 0 4 0 0 ．0 0 0

S 5 4 ．1 0 ．1 5 9 0 ．0 0 0 4 9 0 ．0 0 0 3 0 0 ，0 0 0 2 7 0 ．0 0 0 2 5 0 ．0 0 0 4 2 0 ．0 0 0

S 5 5 ．1 0 ．1 6 2 0 ，0 0 0 5 2 0 ．0 0 0 3 2 0 ，0 0 0 3 0 0 ．0 0 0 2 8 0 ．0 0 0 4 4 0 ，0 0 0

S 5 7 ．4 ．1 6 8 0 ．0 0 0 5 4 0 ．0 0 0 S 5 7 ．1．2 5 4 8 0 ，0 0 0

S 5 9 ．1 0 ．1 7 0 0 ，0 0 0 5 8 0 ．0 0 0 5 2 0 ，0 0 0

S 6 0 ．3 ．1 3 6 0 ，0 0 0 3 4 0 ．0 0 0 3 2 0 ，0 0 0

S 6 1 ．1 0 ．1 7 8 0 ．0 0 0 6 5 0 ．0 0 0 4 3 0 ，0 0 0 4 0 0 ，0 0 0 3 7 0 ．0 0 0 S 6 1．7 ．2 2 5 8 0 ．0 0 0

H 1 ．1 0 ．1 8 6 0 ．0 0 0 7 2 0 ．0 0 0 4 7 0 ．0 0 0 4 3 5 ，0 0 0 4 0 0 ．0 0 0 H l ．9 ．4 6 1 0 ，0 0 0

H 3 ．4 ．1 9 1 0 ．0 0 0 7 6 0 ，0 0 0 4 9 0 ．0 0 0 4 5 5 ，0 0 0 4 2 0 ．0 0 0 H 3 ．2 ．4 6 4 0 ．0 0 0

H 4 ．1 0 ．1 9 7 0 ，0 0 0 8 0 0 ．0 0 0 5 3 0 ．0 0 0 4 8 5 ，0 0 0 4 5 0 ，0 0 0 H 4 ．8 ．1 7 6 7 0 ，0 0 0

H 6 ．1 0 ．1 1．0 0 0 ．0 0 0 8 2 0 ．0 0 0 5 5 0 ．0 0 0 5 0 0 ．0 0 0 4 6 5 ，0 0 0 H 6 ．8 ．1 6 6 8 5 ．0 0 0

H 8 ．1 0 ．1 1．0 4 0 ，0 0 0 8 5 0 ，0 0 0 5 7 0 ．0 0 0 5 2 0 ．0 0 0 4 8 5 ，0 0 0 H 8 ．8 ．1 2 7 2 5 ．0 0 0

H 1 6 ．4 ．1 1．0 2 9 ．0 0 0 8 4 1．0 0 0 5 6 4 ，0 0 0 5 1 4 ，0 0 0 4 8 0 ．0 0 0 H 1 6 ．1．2 1 7 1 7 ，0 0 0

H 1 8 ．4 ．1 1．0 7 3 ．0 0 0 8 7 7 ．0 0 0 H 1 7 ．1 1 ．2 1 7 5 5 ，0 0 0

H 2 2 ．4 ．1 1．0 6 9 ．0 0 0 8 7 4 ，0 0 0 5 6 2 ．0 0 0 5 1 2 ，0 0 0 4 7 9 ，0 0 0 H 2 2 ．1 ．7 7 5 3 ．0 0 0
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◆平成23年度本市二役及び議会議員の年収額の推移

【市　長】

月　 額 年 ．収 年 収 増 減 額 増 減 の 理 由

8 年 度 1 ．0 4 0 2 0 ．8 6 7 8 0 3 給 料 改 定

9 年 度 1 ．0 4 0 2 0 ．9 3 5 6 8 給 料 、期 末 勤 勉 手 当 改 定

1 0 年 度 1 ．0 4 0 2 0 ．9 3 5 0

1 1 年 度 1 ．0 4 0 1 9 ．8 5 1 －1 ．0 8 4 勤 勉 手 当 廃 止 （以 後 管 理 職 加 算 有 ）

1 2 年 度 1 ．0 4 0 1 9 ．6 0 tS －2 4 5 期 末 手 当 改 定

1 3 年 度 1 ．0 4 0 1 9 ．5 2 4 －8 2 期 末 手 当 改 定

1 4 年 度 1 ．0 4 0 1 9 ．4 4 3 －8 1 期 末 手 当 改 定

1 5 年 度 1 ．0 4 0 1 9 ．1 1 6 －3 2 7 期 末 手 当 改 定

1 6 年 度 1 ．0 2 9 1 8 ．9 1 4 －2 0 2 給 料 改 定

1 7 年 度 1 ．0 2 9 1 8 ．1 7 0 －7 4 3 地 域 手 当 ・期 末 手 当 改 定

1 8 年 度 1 ．0 7 3 1 8 ．0 8 8 －8 2 給 料 改 定 t 地 域 手 当 廃 止

1 9 年 度 1 ．0 7 3 1 8 ．0 8 8 0

2 0 年 度 1 ．0 7 3 1 8 ．0 8 8 0

2 1 年 度 1 ，0 7 3 1 7 ．6 9 9 －3 捕 期 末 手 当 改 定

2 2 年 度 1 ，0 6 9 1 7 ，4 0 1 －2 9 8 給 料 ・期 末 手 当 改 定

2 3 年 度 1 ．0 6 9 1 7 ．4 0 1 0

【靂義　長】

月　 額 年　 収 年 収 増 減 額 増 減 の 理 由

8 年 度 5 7 0 1 0 ，3 9 7 3 6 5 議 員 報 酬 改 定

9 年 度 5 7 0 1 0 ．4 3 1 3 4 期 末 勤 勉 手 当 改 定

1 0 年 度 5 7 0 1 0 ．4 3 1 0

1 1 年 度 5 7 0 9 ．9 3 9 －4 9 2 勤 勉 手 当 廃 止 （以 後 管 理 職 加 算 有 ）

1 2 年 度 5 7 0 9 ．8 1 5 － 1 2 4 期 末 手 当 改 定

1 3 年 度 5 7 0 9 ．7 7 4 －4 1 期 末 手 当 改 定

1 4 年 度 5 7 0 9 ．7 3 3 －4 1 期 末 手 当 改 定

1 5 年 度 5 7 0 9 ，5 6 7 － 1 6 6 期 末 手 当 改 定

1 6 年 度 5 6 4 9 ．4 6 7 －1 0 0 組 員 報 酬 改 定

1 7 年 度 5 6 4 9 ．5 0 8 4 1 期 末 手 当 改 定

1 8 年 度 5 6 4 9 ．5 0 8 0

1 9 年 度 5 6 4 9 ．5 0 8 0

2 0 年 度 5 6 4 9 ．5 0 8 0

2 1 年 度 5 6 4 9 ，3 0 3 －2 0 5 期 末 手 当 改 定

2 2 年 度 5 6 2 9 ，1 4 8 －1 5 5 報 酬 ・期 末 手 当 改 定

2 3 年 度 5 6 2 9 ．1 4 8 0

【副市長】

月　 饅 年　 収 年 収 増 減 額 増 減 の 理 由

8 年 度 8 5 0 1 7 ．0 5 4 6 0 2 給 料 改 定

9 年 度 8 5 0 1 7 ，1 1 1 5 7 ＃ 料 、期 末 勤 勉 手 当 改 定

1 0 年 度 8 5 0 1 7 ，1 1 1 0

1 1 年 度 8 5 0 1 6 ．2 2 4 －8 8 7 助 勉 手 当 廃 止 （以 後 管 理 鴨 加 算 有 ）

1 2 年 度 8 5 0 1 6 ．0 2 4 －2 0 0 期 末 手 当 改 定

1 3 年 度 8 5 0 1 5 ．9 5 7 －6 7 期 末 手 当 改 定

1 4 年 度 8 5 0 1 5 ．8 9 1 －6 6 期 末 手 当 改 定

1 5 年 度 8 5 0 1 5 ．6 2 4 －2 6 7 期 末 手 当 改 定

1 6 年 度 8 4 1 1 5 ．4 5 8 －1 6 6 給 料 改 定

1 7 年 度 8 4 1 1 4 ．8 5 1 －6 0 8 地 域 手 当 ・期 末 手 当 改 定

1 8 年 度 8 7 7 1 4 ．7 8 4 －6 7 給 料 改 定 ・地 域 手 当 廃 止

1 9 年 度 8 7 7 1 4 ．7 8 4 0

2 0 年 度 8 7 7 1 4 ，7 8 4 0

2 1 年 度 8 7 7 1 4 ，4 6 6 －3 1 8 期 末 手 当

2 2 年 度 8 7 4 1 4 ．2 2 7 －2 3 9 給 料 ・期 末 手 当 改 定

2 3 年 度 8 7 4 1 4 ．2 2 7 0

【副議長】
月　 額 年　 収 年 収 増 減 額 増 減 の 理 由

8 年 度 5 2 0 9 ．4 8 5 3 6 5 縫 員 報 酬 改 定

9 年 度 5 2 0 9 ，5 1 6 3 1 期 末 勤 勉 手 当 改 定

1 0 年 度 5 2 0 9 ．5 1 6 0

1 1 年 度 5 2 0 9 ．0 6 8 －4 4 8 勤 勉 手 当 廃 止 （以 後 管 理 職 加 算 有 ）

1 2 年 度 5 2 （】 8 ．9 5 4 －1 1 4 期 末 手 当 改 定

1 3 年 度 5 2 0 8 ．9 1 7 －3 7 期 末 手 当 改 定

1 4 年 度 5 2 0 8 ．8 7 9 －3 8 期 末 手 当 改 定

1 5 年 度 5 2 0 8 ．7 2 8 － 1 5 1 期 末 手 当 改 定

1 6 年 度 5 1 4 8 ．6 2 7 － 10 1 議 員 報 酬 改 定

1 7 年 度 5 1 4 8 ．6 6 5 3 8 期 末 手 当 改 定

1 8 年 度 5 1 4 8 ．6 6 5 0

1 9 年 度 5 1 4 8 ．6 6 5 0

2 0 年 度 5 1 4 8 ，6 6 5 0

2 1 年 度 5 1 4 8 ．4 7 8 －1 8 7 期 末 手 当 改 定

2 2 年 度 5 1 4 8 ．3 3 4 －1 4 4 報 酬 ・期 末 手 当 改 定

2 3 年 度 5 1 4 8 ，3 3 4 0

【墓義　員】

月　 額 年　 収 年 収 増 減 額 増 減 の 理 由

8 年 度 4 8 5 8 ，8 4 6 3 6 4 議 員 報 酬 改 定

9 年 度 4 8 5 8 ．8 7 6 3 0 期 末 勤 勉 手 当 改 定

1 0 年 度 4 8 5 8 ．8 7 6 0

1 1 年 度 4 8 5 8 ．4 5 7 －4 1 9 勤 勉 手 当 廃 止 （以 後 讐 覆 轍 加 算 有 ）

1 2 年 度 4 8 5 8 ．3 5 2 － 1 0 5 期 末 手 当 改 定

1 3 年 度 4 8 5 8 ．3 1 7 －3 5 期 末 手 当 改 定

1 4 年 度 4 8 5 8 ．2 8 1 －3 6 期 末 手 当 改 定

1 5 年 度 4 8 5 8 ，14 1 －1 4 0 期 末 手 当 改 定

1 6 年 度 4 8 0 8 ，0 5 7 －8 4 議 員 報 酬 改 定

1 7 年 度 4 8 0 8 ．0 9 2 3 5 期 末 手 当 改 定

1 8 年 度 4 8 0 8 ．0 9 2 0

1 9 年 度 4 8 0 8 、0 9 2 0

2 0 年 度 4 8 0 8 ．0 9 2 0

2 1 年 度 4 8 0 7 ．9 1 8 － 1 7 4 期 末 手 当 改 定

2 2 年 度 4 7 9 7 ，7 9 7 － 1 2 1 報 酬 ・期 末 手 当 改 定

2 3 年 度 4 7 9 7 ．7 9 7 0

18



（む給与勧告の対象職員

人事院勧告制度

1　勧告の意義と役割

公務員は、民間企業の勤労者とは異なり、争議権や団体交渉権など憲法で保障された労働
基本権が制約されています。給与勧告は、その代償措置として、公務員に対し社会一般の情

勢に適応した適正な給与を確保する機能を有するものです。
公務員給与については、納税者である国民の理解と納得を得る必要があることから、人事

院が労使当事者以外の第三者の立場に立って、官民給与の精確な比較を基に給与勧告を行
うことにより、適正な公務員給与が確保されています。
勧告が実施され、適正な処遇を確保することは、労使関係の安定を図り、能率的な行政運

営を維持する上での基盤となっています。

2　民間準拠の考え方
人事院は、国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準を均衡させること、すなわ

ち民間準拠を基本に、官民の給与を精軌こ比較（ラスパイレス方式）した上で、社会経済情
勢全般の動向等を踏まえながら勧告を行っています。
人事院が、民間準拠を基本に勧告を行っている理由は、

（D　国は民間企業と異なり、市場原理による給与決定が困難
（診　職員も勤労者であり、社会一般の情勢に適応した適正な給与の確保が必要

（診　職員の給与は国民の負担で賄われている
以上のことなどから、労使交渉等によってその時々の経済・雇用情勢等を反映して決定

される民間企業従業員の給与に公務員給与を合わせていくことが最も合理的であり、職員
をはじめ広く国民の理解と納得を得られる方法であると考えられます。

3　対象職員（右妃（丑のとおり）

4　給与勧告の手順（右妃②のとおり）

5　 勧 豊 里 塵 過 及 び 本 市 の 改 定

人 事 院 勧 告 本 市 一 般 職 期 末 勤 勉 手 当 本 市 特 別 職 期 末 勤 勉 手 当

官 民 較 差 （％ ） 改 定 率 （％ ） 支 給 率 （月 ） 改 定 率 （％ 〉市 長 支 給 率 （月 ）

平 成 1 4 年 度 ▲ 2 ．0 3 ▲ 2 ．0 1 4 ．6 5 － 3 ．50

平 成 1 5 年 度 ▲ 1．0 7 ▲ 1．2 1 4 ．4 －
3．30

平 成 1 6 年 度
ー －

4 ．4 0 ▲ 1．0 6 3 ．30

平 成 1 7 年 度 ▲ 0 ．3 6 ▲ 0 ．3 2 4 ．4 5 － 3 ．3 5

平 成 1 8 年 度
－ →

4 ．4 5 4 ．2 8 3 ．3 5

平 成 1 9 年 度 0 ．3 5 0 ．16 4 ．5 0 － 3 ，3 5

平 成 2 0 年 度
－ ー 4 ．6 0 －

3 ．3 5

平 成 2 1 年 度 ▲ 0 ．2 2 ▲ 0 ，18 4 ．15 － 3 ．10

平 成 2 2 年 度 ▲ 0 ．19 ▲ 0 ．2 9 3 ．9 5 ▲ 0 ．3 7 2 ．9 5

平 成 2 3 年 度 ▲ 0 ．2 3 ▲ 0 ．2 7 3 ．9 5 － 2 ．9 5

公務鼻には．国家公務員約64．0万人と、地方公務員約282．1万人がいます。そのうち．人事院の給与勧告の対象とな

るのは、ト一般職の随員の総与に関する法律」の適用を受ける一般職の非現業凰蒙公粍■約27．3万人です．

目玉）1四書公務■の鰍は尊慮23年度末子算定■尊による．
2地方公務■の蝕は厳島書「平成22年地方公鳥■飴与稟11量」に▲づいて穐什したものである．

②給与勧告の手順

膿行数徽■、外交
精霊徽1、刑務官、
上■■▼＿■■，
■■■

人事院では、屈ま公務員と民間の4月分の給与（月例給）を椚董した上で、精密に比較し、得られた較差を埋めることを基本に勧告を

行っています。

また、特別絵についても、民間の特別給（ボーナス）の過去1年間（前年8月から当年7月まで）の支給実績を精確に把握し、民間の
年間支給割合に国家公務員の特別給（期末・勤勉手当）の年間支給月数を合わせることを基本に勧告を行っています。
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